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１．１  研究背景  

 近年わが国では、建設業界に対する世間の風当たりが冷たく感 じ

られ、一般的に、あまり良いイメージを持たない人が多いように思われる。

日々の暮 らしを支 える道路 、河川の氾濫を防ぐダムなど本来必要であ

るはずの公共事業への強い批判も多 く聞かれる。その大きな原因として

上のほうでは「談合 」「政治家 との癒着 」「政治献金 」、下のほうでは「き

つい・汚い・危険 」のいわゆる 3K などが挙げられる。特に談合に関して

は、８割近 くの土木技術者が“談合を生む構造はなくならない“と認識し

ており、これがマスメディアなどを通 して一般にも伝わっている。そのため、

“建 設業界は犯罪行為である入札談合 を容認する集団ではないか”と

いう強い疑念を世間に対して持たせてしまっている。火災 ・地震 ・台風 ・

水 害などの日常的に起こりうる災害時など、土木建設業は社会にとっ

て重要な存在であるにも関わらず、ほんの一部の業者の不祥事のため

にすべての土木建設業者が差別されてしまっている。  

 

１．２  研究目的  

前節で述べたように、現在の日本では、建設業界に対するイメージが

良いとは言えない状態である。我々は、一般の人が建設業界に対する

イメージを形成する上で、影響するものの一つにマスメディアがあると考

えている。そこで、マスメディアの性質について知 り、建設業界に関する

報道にはどのような傾向があるのか調べる。また、報道が一般の人々に

及ぼす影響について調べることにより、どうしたら適正なイメージを持って

もらえるかについて考える。  
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１．２   本論文の構成  

 本論文の構成は以下のようになっている。  

 

第 1章  序論  

 本研究の内容を簡単に説明する。本研究に至 る社会的背景から研

究の目的について述べる。  

第 2章  建設業界と談合問題  

 我が国における建設業界の仕組みから、談合が行われる仕組みやそ

の実態を解説する。また、過去に発生 した主 な談合事件について述べ

る。  

第 3章  新聞記事検索システムと調査内容  

 建設業界に関連のある報道の傾向を調査するために必要な情報と、

新聞記事検索システムについて解説する。  

第 4章  談合事件に関する新聞記事の傾向調査  

 前章で述べた情報を得 るための方法について解説 し、その結果 を示

し、考察を行 う。  

第 5章  結論  

 前章で得 られた結果からわかったことを結論 としてまとめる。また、改

善策の提案も行 う。  

参考文献  

 本研究を行 うにあたり、引用や使用した文献を紹介する。  

 

謝辞  

 

付録  
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２．１  日本の建設業界の特徴  

 ２．１．１  日本の建設業界の仕組み  

 日本の建設業界には、他の業界にはない特殊な構造がある。  

（１）企業数の多さとその規模の格差  

（２）官主導 ・民従属の二者構造  

（３）結果重視の契約  

（４）契約意識の甘さ   

（５）天下 りによる人脈営業  

 これらの構造が、談合を文化にまでしてしまった原因となっていると考

えられる。談合をなくすためには、まず談合が発生しにくい社会を作らな

くてはならない。そこで、上記の構造の問題点を下にまとめた。  

（１）企業数の多さと企業規模の格差  

 90 年代初頭に起こったバブル崩壊に対する景気対策として建設投資

が増加したが、それに伴って建設会社も増加した。 2000 年には約 60 万

社とまでなった。その後、建設投資の減尐により企業数も減尐したが、

それでも約５１万社である。これは、長きに渡って談合が繰り返 されてき

た結果ではなかろうか。また、企業規模については、単純には、大手ゼ

ネコンのように多数の発注先のある企業と地方中心の中小企業が競

争しなければならないということであるが、地元企業には災害時の速い

対応などの役割がある。そのため、地元企業が生き残るために談合が

必要であったという考えも容易に想像できる、が、この悪習慣を絶たな

ければ産業の健全な発展はないといえるだろう。  

（２）官主導 ・民従属の二者構造  

 公共事業の遂行には事業を行う機関 （発注機関 ）が企画 、設計、施

工、維持管理を全て行 う一者構造。施工のみ企業に任せ発注機関が

監督する二者構造。全て企業に任せ、第三者に管理 ・監 督を任せる三

者構造がある。わが国では、コンサルタントは発注者側の一員として位

置づけられており、基本的に発注者と企業の二者構造で公共工事が

行われていることとなる。この構造がとられた当時は、発注機関が民間

企業へ技術を移転する役割もあった。しかし現在では、発注機関は事

業の必要性などの説明責任が問われており、発注機関に企業よりも優

れた技術があるわけではない。この構造の問題点を生めるために俗に

「汗かきルール」と呼ばれる企業側からの無償の技術提供の文化が生

まれてしまったことは容易に想像できる。  
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（３）結果重視の契約  

 わが国の公共工事は、基本的に契約総額のみの提出で競争入札が

行われ、代金内訳書、施工計画書、工程表は契約成立後に提出すれ

ばよいこととなっている。契約後に提出する代金内訳書、施工計画書、

工程表に拘束力はなく、契約総額と完成期日のみの拘束で事業が行

われることとなっている。このような契約を行っているのは、公共事業を

進める上での様々な状況変化に臨機応変に対応することができるよう

にとの理由があり、戦後の社会基盤整備において、優れた生産性を発

揮してきた。しかし、公共事業に必要性の説明や透明性が求められる

ようになった現在 、契約総額のみで入札 を行 うのでは問題がある。また、

談合をする側からすると入札金額のみを談合で決めておけばいいので、

談合が容易に成立してしまう極めて無防備な方式であるといえる。近年

では、総合評価方式などの新しい入札方式も採られるようになってきて

いるが、これらの一刻も早い普及が望まれる。  

（４）契約意識の甘さ  

 これは建設業界に限らず、わが国全体において言えることである。日

本人特有の性質である強調の原理を重視することが影響していると考

えられる。この性質のために、わが国では、契約よりも話 し合いが重要

視されており、それが契約意識の甘さに繋がったということである。また、

他の要因として、産業の実態と法令の間に生じる乖離の問題が考えら

れる。完成までに数年かかる程の大きな公共工事でも、１年ごとに予算

を追加していく「単年度予算 」がその１つである。他国にはこのようなシス

テムはほとんどない。談合はこのような乖離を埋めるための、１つの手段

であったと考えられる。  

（５）天下りによる人脈営業  

 近年 、社会的に批判を受けている天下 り。発注機関のＯＢが外郭団

体や企業に再就職することを言 う。企業が天下りを受け入れる理由は、

技術的なものではなく、発注機関での人脈を使った営業である。正しく

競争入札が行われていれば、天下りの人脈営業は意味の無いもので

あるが、談合を行った入札においては人脈が重要なものとなってくる。談

合において、天下りの人脈が重要ということは、天下 りの禁止なくして談

合をなくすことはできないということである。  
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 ２．１．２  建設業界に対する世間のイメージ  

 前章で述べたように、我が国では建設業界に対する世間のイメージは

良いとは言えない。日経コンストラクションが２００９年に『なぜ建設業界

は叩かれるか』と題 して、建設会社 、建設コンサルタント会社、建設資

材 ・建設機械 ・建設関連機器メーカーに勤務している「建設業界の回

答者 」とそれ以外の「一般の回答者 」に分けてアンケート調査を行った。

その結果によると、建設業界内と世間とで大きな認識のギャップがある

ことがわかる。そのギャップが最も顕著に表れたのは“建設業界では談

合が広 く行われていると思 うか”という質問である。建設業界内では、

2005 年 12 月に大林組 ・鹿島建設 ・清水建設 ・大成建設の大手ゼネコ

ン４社の行った「談合決別宣言 」を受けてか、「談合が行われていると思

う」との意見は４割に留まったが、世間では９割以上が「談合が行われ

ていると思 う」と回答している。残念ながら、談合決別宣言で業界が生

まれ変わろうとしていると感 じているのは、業界内だけのようである。  
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２．２  談合問題  

 ２．２．１  談合とは  

 公共事業などの競争入札において、本来競争するはずの業者同士

があらかじめ話し合って協定することで、高い価格での落札や持ち回 り

での落札を行い業界全体で利益を不当に分け合うことをいう。談合問

題に対する一般の意識の高まりなどを理由に、入札談合を刑事事件と

して厳 しく取 り締ることが求められるようになった。公正な価格競争を行

わず、発注元の国や地方公共団体の支出を増すことになるため、刑法

と独占禁止法にて公共工事の入札における談合は犯罪行為であると

明確に規定されている。入札談合は法的に厳しく罰せられる犯罪行為

であり、許 されないものである。その一方で、前章で述べたように、 8 割

近 くの土木技術者が“談合を生む構造は無 くならない”と認識している。

これは、もちろん犯罪行為を容認するという姿勢を示すものではなく、談

合問題の根深さとその解決が非常に困難なものであるということを示 し

ている。  

 ２．２．２  過去に起きた主な談合事件  

 過去に起きた大きな談合事件について下にまとめた。  

（１）埼玉土曜会事件  

 １部上場の大手ゼネコンなどを含む６６社の建設業者が、埼玉県発

注の土木工事において談合を繰り返していた事件。これら６６社の業者

は、親睦団体 「埼玉土曜会 」をつくり、これを通じて埼玉県発注の下水

道やダムの建設 、工業団地造成工事などについて事前に話し合って受

注業者を決め、その企業が落札できるように調整を行っていた。  

（２）橋梁談合事件  

 国が発注した鋼鉄製の橋梁工事をめぐって、橋梁 メーカーが談合組

織を作 り、工事の入札価格や落札会社を事前に決めていた事件 。公

正取引委員会が、０３年度 と０４年度に国が発注したものを対象に刑

事告発を行った。  
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３．１  聞蔵ビジュアルⅡによる新聞記事検索  

 ３．１．１  なぜ新聞を調査するのか  

 マスメディアの調査を行 うにあたり、新聞記事 ・テレビ放送 ・ラジオ放送

のバックナンバーを調査することは可能であるかを確認した。テレビ放送

とラジオ放送の報道に関しては、バックナンバーが一般に公開されてお

らず、調査を行 うことは困難であることがわかった。新聞記事に関しては、

インターネット上でバックナンバーが公開されており、記事のタイトルや内

容などから検索を行 うことも可能だという事がわかった。また、テレビやラ

ジオの報道は細かな情報が散らばっており、報道の傾向がわかりにくい。

まとまった情報を得るには新聞が優れていると考 えた。以上の理由から、

調査の対象を新聞記事に絞ることに決定した。  

 ３．１．２  検索システム概要  

 前節で述べた理由から、我々は調査の対象を新聞記事に絞って行 う

こととした。そこで、我々が用いたのが「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラ

リー」である。朝日新聞社が著作権を有する全文検索型の記事データ

ベースを、インターネットを通 じてご利用することができるサービスである。  

検索画面にキーワードを入力し、新聞の発行日を指定するだけで検索

することができる。詳細検索のラジオボタンをチェックすると検索オプショ

ンが表示され、記事の分類や掲載された面名、発行社などを指定する

ことができる。   

図－1：検索画面  
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図－２：検索結果画面  

 

図－３：記事画面  
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３．２  調査内容  

 ３．２．１  なぜ談合事件を調査するのか  

 2005 年 12 月に大林組 ・鹿島建設 ・清水建設 ・大成建設の大手ゼネ

コン４社が談合決別宣言を行い、現在、建設業界全体が談合決別に

向けて進み始めている。なぜそのような時に、談合事件を対象にして調

査を行 うのか。その理由は、マスメディアの本質として権力のあるものを

公平に裁 くという役割がある。談合事件には政治家などの権力者が関

わっていることが多 く、マスメディアに扱われやすい問題である。報道を

目にした人々は「建設業界は談合という犯罪行為を行っている」と考え

る。そのため、世間の建設業界に対するイメージは、談合事件に関する

報道にとても大きな影響を受けていると言える。前章でも述べたが、「建

設業界は談合という犯罪行為を行っている」というようなイメージは、談

合決別宣言の後も変わっていない。このような理由から、談合問題に関

する新聞報道の傾向を調査しようと考えた。  

 ３．２．２  調査内容  

我々は、談合事件に関する報道の公平性について調べたい。つまり、

報道の内容が適正であるかどうかを知 りたい。そのためには、新聞記事

１つ１つを読み、報道の傾向を調査する必要があると考えた。また、その

傾向をわかりやすく示すために記事の適正さを数値であらわす。  
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４．１  調査方法  

 ４．１．１  記事の分類  

記事が書かれた段階によって記事を３段階に分類することとした。最初

は、疑惑の情報があったなどの「疑惑 」段階 。次に、公正取引委員会な

どが調査に乗り出 し、責任者が逮捕されるなどした「事件 」段階 。最後

は、裁判も進み処分が確定した「処分 」段階である。我々は不確定情

報である「疑惑 」の記事よりも、「処分 」の確定した記事のほうが公平性

が高い  

４．１．２  チェックポイントによる評価方法  

談合事件に関する報道の公平性について調べたい。つまり、報道の内

容が適正であるかどうかを知りたい。記事の内容が適性かどうかをはか

るためには、新聞記事１つ１つを読み、報道の傾向を調査する必要があ

ると考えた。また、その結果をわかりやすく示すためには、数値化が必要

であると考えた。そこで我々が提案したのはチェックポイントによる評価

方法である。５つのチェックポイントを設け、報道の傾向を数値化するこ

とにより、報道の公平性が分かるということである。点数は ,各チェックポ

イントの平均点とする。ただし、⑤に関しては出展を要するような情報の

ない場合には場合は点数に含まない。チェックポイントについて下の図

にまとめた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

①記事の段階  

          処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２点  

          事件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１点  

          疑惑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０点  

 ②工事の詳細の有無  

          書かれている・・・・・・・・・・・・２点  

          なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０点  

 ③当事者 (受注側 )へのヒアリング  

          あり肯定している・・・・・・・・・２点  

          あったが否定している・・・・・１点  

          なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０点  

 ④当事者 (発注側 )へのヒアリング  

          あり肯定している・・・・・・・・・２点  

          あったが否定している・・・・・１点  

          なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０点  

 ⑤情報の出展の記載  

          具体的な社名など・・・・・・・・２点  

          ○○関係者など抽象的 ・・・・１点  

          匿名など不明 ・・・・・・・・・・・・０点  

 

 

図－４：チェックポイントと点数  
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また、実際の新聞記事を用いてチェックポイントによる評価の例を示す。  

 

①処分の記述がないため「疑惑 」段階の記事である・・・・・・・ ・・・・２点  

②書かれているので・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２点  

③あるが否定している・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１点  

④あるが否定している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・１点  

⑤情報の出展なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・０点  

以上のことから，この記事の点数は  

(2+2+1+1+0)/5=1 .2  

よって、1 .2 点の記事となる。  
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図－５：記事の評価例  
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⑤ 
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 ４．１．３  検索条件  

 発行社は東京のものに限る。これは複数の発行社で検索すると同 じ

記事が複数ヒットしてしまうのを避けるためである。１つ１つの記事を読

み、評価を行 うため記事数をある程度絞るためにも見出し検索を行う。

検索ワードは「談合  and  建設 」とする。記事の内容を確認し、関係の

ないものは外す。この検索で得られた記事の分類、評価を行い、その結

果を年ごとに記録する。  
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４．２  調査結果  

 ４．２．１  記事数の推移  

 

 

グラフ１：記事数の推移  
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 ４．３．２  記事の分類結果  

 

グラフ２：記事の分類結果  

 

 

 

グラフ３：記事数に占める分類結果の割合  
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４．３  考察  

 ４．３．１  記事数の推移  

 1990 年以前は非公式でありながらも半ば公然と談合が行われていた

こともあり、それなりに業界内の秩序も保たれており件数が尐ないものと

推測される。1990 年代に入り、徐々に犯罪事件として取沙汰されるよう

になり、1993 年の金丸信氏の東京佐川急便事件を受け、談合や政治

献金などが問題になり始め、新聞でも多 く扱われるようになっている。注

目すべきは、2006 年の大手ゼネコンの談合決別宣言に以降も記事数

の減尐がみられないことである。入札談合の事件自体は減尐の傾向に

あるのにもかかわらず、新聞記事は減尐していない。これは、政治家な

どの権力者が関わっていることの多い談合事件を、マスメディアが積極

的に報道を行った結果であると考えられる。これでは、一般の人々に談

合決別宣言は伝わらない。  

 ４．３．２  記事の分類結果  

 1992 年に「処分 」の記事が飛びぬけて多いのは、談合の場とされる親

睦団体 「埼玉土曜会 」に参加していた大手建設会社 66 社をめぐる一

連の事件の処分が決定したことを受けている。 2006 年までは「談合疑

惑 」を扱 う記事が多いが、徐々に「処分 」の記事が増えてきていることが

わかる。疑惑の記事の大半は、新聞社などに匿名の談合情報が寄せ

られたというもので、当事者は否定していることが多い。これは談合決別

宣言と何か関係があるのかもしれない。疑惑 ・事件 ・処分それぞれの記

事数推移については、法則を見つけることはできなかった。通常 、「疑

惑 」の記事が増加した後に「処分 」の記事が増加するものだと考えてい

たが、違う結果がでた。これは、「疑惑 」が「事件 」や「処分 」に発展 しな

かったためだと考えられる。  

４．３．３  調査全体の考察  

 全体を通 して、建設業界に対して非常に不利な報道が行われている

ようである。  
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第５章  
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 結論  

 建設業界のイメージが適正になるためには、マスメディアの報道が適

正に行われなければならない。そのために、建設産業は一丸 となって、

報道を適正に行 うような運動を起こすべきであると考 える。また、いまだ

各地で繰 り返 されている入札談合 。建設業イコール談合のイメージを払

拭するには、この談合を行わないこと、平然 と行 えるような業界のしくみ

を変えていくことが重要である。  
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